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会
社
、
「努
力
義
務
の
基
準
が
不
明
確
」 

ソ
ニ
ー
労
組
は
高
年
齢
者
の
安
定
雇
用
に
向
け
て
、
定
年
廃

止
を
第
一
に
、
再
雇
用
制
度
に
つ
い
て
は
５
年
前
か
ら
65
歳
以

上
継
続
を
要
求
し
て
き
ま
し
た
。
会
社
は
改
正
施
行
後
も
現
行

の
再
雇
用
制
度
で
妥
当
と
し
、
65
歳
以
上
は
努
力
義
務
、
対
応

は
検
討
中
、
引
き
続
き
努
力
す
る
と
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。 

今
春
闘
で
も
「
こ
れ
ま
で
の
厚
労
省
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
精

査
や
問
合
せ
に
加
え
、
各
社
担
当
人
事
を
通
じ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ

や
議
論
」
な
ど
努
力
を
強
調
。「
努
力
義
務
を
満
た
し
て
い
る
と

の
認
識
か
」
と
質
す
と
、
「
基
準
が
明
確
で
は
な
い
」
「
人
に
よ

っ
て
評
価
が
変
わ
る
」「
違
法
で
は
な
い
」
と
開
き
直
り
ま
し
た
。 

措
置
を
講
じ
て
い
な
い
場
合
は
努
力
義
務
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。 

一
方
、
厚
労
省
の
回
答
は
明
確
で
し
た
。「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

Ｑ
＆
Ａ
に
記
載
の
通
り
、
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
場
合
は
努
力

義
務
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
（
左
）。
基

準
は
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
否
か
で
す
。 

改
正
施
行
か
ら
約
２
年
半
、
会
社
は
厚
労
省
パ
ン
フ
の
精
査

や
問
合
せ
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
未
だ
に
何
一
つ

措
置
を
講
じ
て
い
ま
せ
ん
。 

厚
労
省
は
「
ソ
ニ
ー
の
状
況
は
よ
く
分
か
っ
た
」
と
述
べ
、

個
別
に
は
話
せ
な
い
と
し
た
上
で
、「
引
き
続
き
周
知
、
普
及
に

努
め
る
」
と
回
答
し
ま
し
た
。 

措
置
を
講
じ
る
こ
と
な
く
春
闘
団
交
で
「
努
力
義
務
を
満
た

し
て
い
る
」
と
断
言
し
た
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
に
対
し
、
宮
城
労
働
局
が

仙
台
Ｔ
Ｅ
Ｃ
の
関
係
部
署
に
周
知
・
説
明
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

改
正
高
年
法
の
即
時
実
施
は 

ソ
ニ
ー
を
含
む
大
企
業
の
責
務 

い
ま
、
日
本
経
済
は
、
急
速
に
進
む
少
子
化
と
高
齢
化
を
背

景
に
、
労
働
人
口
が
減
少
し
深
刻
な
人
手
不
足
に
陥
り
、
経
済

成
長
の
大
き
な
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
少
子
化
が
急
速

に
進
ん
だ
要
因
は
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、
財
界
の
要
求
の
ま
ま
に
政
府

が
進
め
て
き
た
雇
用
の
流
動
化
に
よ
っ
て
、
結
婚
し
た
く
と
も

で
き
な
い
、
子
ど
も
が
欲
し
く
て
も
産
め
な
い
低
賃
金
の
非
正

規
労
働
者
が
大
量
に
生
み
出
さ

れ
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
急
速

な
少
子
化
は
、
財
界
と
政
府
自

ら
が
招
い
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
の
で
す
。 

高
齢
者
は
ど
う
か
。
年
金
支

給
年
齢
の
引
き
上
げ
、
激
し
い

物
価
高
騰
や
増
税
・
社
会
保
険

料
の
引
き
上
げ
が
続
き
、
一
方

で
マ
ク
ロ
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
上

が
ら
な
い
年
金
に
よ
っ
て
暮
ら

し
の
悪
化
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。 

こ
の
２
つ
の
問
題
は
、
財
界

と
政
府
に
よ
る
経
済
政
策
の
矛

盾
の
表
れ
で
あ
り
、
財
界
と
政

府
双
方
が
解
決
の
責
任
を
負
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
み
て
く
る
と
、

改
正
高
年
法
の
即
時
実
施
は
、

財
界
の
一
員
と
し
て
の
ソ
ニ
ー

の
責
務
で
も
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
（
高
年
法
）
が
２
０
２
１
年
４
月
に
改
正
施
行
さ
れ
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
義
務
に
加
え
、
70
歳
ま
で
の

就
業
確
保
措
置
が
努
力
義
務
と
さ
れ
ま
し
た
。
施
行
か
ら
２
年
を
過
ぎ
て
も
措
置
の
実
施
は
３
割
未
満
、
厚
生
労
働
省
は
「
生
涯

現
役
社
会
の
実
現
に
向
け
た
さ
ら
な
る
取
組
を
行
う
」「
措
置
を
実
施
し
て
い
な
い
企
業
に
対
し
、
都
道
府
県
労
働
局
や
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
に
よ
る
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
実
施
す
る
」
と
公
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
ソ
ニ
ー
労
組
は
８
月
24
日
、

ソ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
㈱
（
Ｓ
Ｇ
Ｃ
）
と
ソ
ニ
ー
ピ
ー
プ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
㈱
（
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
）
に
対
し
、
65
歳
以
上
継
続
雇
用
の

今
年
10
月
ま
で
の
導
入
、
今
年
12
月
に
65
歳
満
了
と
な
る
仲
間
の
継
続
雇
用
を
要
求
し
ま
し
た
。 
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高年齢者雇用安定法 Q&A（高年齢者就業確保措置関係） 

１ 高年齢者就業確保措置 

（努力義務への対応として必要な内容） 

③ 改正法においては、高年齢者就業確保措置は努力義務（「努めなけ

ればならない」）とされていますが、事業主が講ずる努力（例えば、

創業支援措置について労使協議をしているが、同意を得られていない

場合）をしていれば、実際に措置を講じることができなくても努力義

務を満たしていることになるのでしょうか。 

⇒ 改正法では、高年齢者就業確保措置を講ずることによる 70歳ま

での就業機会の確保を努力義務としているため、措置を講じていな

い場合は努力義務を満たしていることにはなりません。また、創業

支援措置に関しては「過半数労働組合等の同意を得た措置を講ずる

こと」を求めているため、過半数労働組合等の同意を得られていな

い創業支援措置を講ずる場合も、努力義務を満たしていることには

なりませんので、継続的に協議いただく必要があります。 

改正のポイント ～７０歳までの就業機会の確保（努力義務）～ 

65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から 70歳までの就業機会

を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措

置を講ずる努力義務を新設。（2021年 4月 1日施行） 

① 70歳までの定年の引上げ 

② 定年の廃止 

③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入 

創業支援措置（雇用によらない措置） 

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 

a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業 

b. 事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業 

 厚生労働省の回答 


